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■会議録 

１ 開会 

 〇 午前９時００分、月井教育長が那須塩原市教育委員会会議規則第７条の規定に

基づき、令和４年第１０回那須塩原市教育委員会定例会の開会を宣言する。 

 

 〇月井教育長 

   それでは、令和４年第１０回那須塩原市教育委員会定例会を開会いたします。 

   次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２ 教育長挨拶 

 〇月井教育長 

   「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、ここに来て朝晩は過ごしやすくなって

きました。そして、「秋の日はつるべ落とし」の例えどおりに、めっきり日が暮

れるのも早くなってきた今日この頃であります。 

   ９月も今週で終わりを迎えますが、９月が終わるということは同時に「いちご

一会とちぎ国体の開幕」を意味します。 

   いよいよ今週の土曜日に総合開会式がカンセキスタジアムで挙行され、華々し

く国体がスタートいたします。 

 本大会は今週末からの開催ですが、これに先駆ける形で、キッズトライアスロ

ンとさいかつボールのデモンストレーションスポーツが開催され、大盛況で終え

ることができました。さいかつボールの大会におきましては、大澤委員さんが大

活躍されたと伺っております。盛り上げてくださり本当にありがとうございまし

た。いよいよ始まります本大会におきましては、我が那須塩原市におきましては、

障害者スポーツ大会も含めて６競技のトップアスリートが熱戦を繰り広げてくれ

ることになっております。 

   １，０００名を超えるボランティアの皆様方のご協力をいただきながら、市役

所の職員一丸となって大会を成功させるべく奮闘いたしますので、どうぞご期待

いただければと思います。 

   さて、夏休みが明けてからちょうど１ヶ月が経過したところです。各学校では、

修学旅行を含めた様々な行事が行われ、子どもたちはコロナ禍にも負けずに、充

実した日々を過ごすことができております。間もなく前期末を迎えて、ちょうど

一年間の折り返し地点となります。 

   教育委員会といたしましても、年度の折り返し地点におきまして、前期を振り

返りながら、後期に向けてさらにガバナンスを強化してまいりたいと考えており

ます。 
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   本日は、本定例会に引き続き「総合教育会議」も予定されておりますので、委

員の皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

さて、本日は、「令和３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算（教育費関連）

の概要について」を含め報告事項が３件ございますので、効率的な審議ができま

すようお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。    

 

３ 会議録の承認 

 〇 月井教育長が令和４年第９回定例会の議事録の承認を求め、遠藤委員及び大澤

委員が内容に異議なく会議録に署名を行った。 

 

４ 教育長報告 

 〇月井教育長 

続きまして、次第の４「教育長報告」に入ります。ここで皆様にお諮りいた

します。本報告につきましては、特定の個人に関する情報が含まれております

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定に基づき、非公開といたしたいと思います。 

なお、非公開とする際は、出席委員の３分の２以上による議決が必要でござ

いますが、非公開とすることに御異議ございませんでしょうか。 

 〇委員全員 

   異議ありません。 

 〇月井教育長 

   それでは、全会一致でございますので、教育長報告は非公開とさせていただき

ます。 

 

  （省略～非公開） 

  （教育長報告終了） 

 

５  付議事件 

＜報告第２９号について＞  

〇月井教育長 

次に、次第の５付議事件に入らせていただきます。 

はじめに、報告第２９号「令和３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算（教

育費関連）の概要について」事務局の説明を求めます。    

はい、教育部長。 
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〇教育部長 

【報告理由】 

令和３年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算が令和４年９月那須塩原市議会

定例会議において認定されましたので、その教育予算について教育委員会に報

告する。 

－資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 

〇月井教育長 

  事務局の説明が終わりました。 

それでは、委員の皆様の御意見、御質問をお伺いいたします。 

いかがでしょうか。 

〇委員全員 

  ありません。 

 

＜報告第３０号、報告第３１号について＞  

〇月井教育長 

続きまして、報告第３０号「区域外就学及び指定校変更について」及び 報告

第３１号「令和４年度準要保護児童生徒の認定について」は、関連がございま

すので一括して事務局の説明を求めます。 

   はい、学校教育課長。 

〇学校教育課長 

【報告理由（報告第３０号）】 

申請のあった区域外就学及び指定校変更について、審査結果を教育委員会に

報告する。 

－資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 

【報告理由（報告第３１号）】 

生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者

からあった準要保護認定の申請について、内容を審査した結果、準要保護者に

認定することに決定したので、教育委員会に報告する。 

－資料に基づき報告事項の内容を説明－ 

 

〇月井教育長 

  事務局の説明が終わりました。 

それでは、委員の皆様の御意見、御質問をお伺いいたします。 

いかがでしょうか。 
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〇委員全員 

  ありません。 

 

 〇月井教育長 

   それでは、本日予定しておりました付議事件については、全て終了いたしまし

た。 

   以上をもちまして、令和４年第１０回教育委員会定例会を閉会といたします。 

   ありがとうございました。 

                                    以上 

 

 


